
若者の消費者被害の防止に向けて
～令和５年度 地方連携推進フォーラム in 徳島～

令和５年11月17日(金)
高知県 文化生活スポーツ部 県民生活課

課長補佐 溝渕 松男

資料１



消費者教育の推進

・教育委員会や学校との連携

副教材の作成

教員対象の消費者教育研修

出前講座（生徒、教員）

・情報提供

SDGｓ時代の消費者教育

エシカル消費など
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若者の消費者トラブルの状況
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年代別消費者トラブルの状況 令和４年度
高知県立消費生活センター相談受付件数 2,269件

急増

成年に達したばかりの若者をねらう悪
質業者は少なくありません。
こうした傾向は全国共通です。
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令和4年度の高知県内の消費者トラブル（契約当事者が20歳未満）

○55件

・インターネットゲーム

・化粧品

・健康食品 など

○18歳、19歳の消費者トラブル

（令和４年度が20件、令和３年度が18件と

特に大きな変化は見られません。）

・除毛・脱毛、エステ、プロテインなど美容に関するトラブル
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当事者が中学生の相談（高知県）

○オンラインゲーム

・息子が「無料通話アプリを使って友達とやり取りしたい」と言うので３か月ほど貸していた
ところ、携帯電話会社から約30万円も請求された。支払わねばスマートフォンが使えなくな
る様子。支払いを免除してもらえないか。

（相談者 40歳代・女性）

○他の健康食品

・動画サイトを見て初回限りのつもりで【筋肉増強サプリ】を注文したら定期購入になってい
た。親にはまだ話していないが、次々届くと困る。どうすればよいか。

（10歳代・男性）

・娘から「スマートフォンで10円の【ダイエットサプリ】を注文したら、１万６千円の請求書が届
いた」と相談された。初回は10円でコンビニから支払っていたようで、２回目の商品と請求
書が手元にある。事業者に連絡したいが請求書には電話番号がない。どうすればよいか。

（相談者 30歳代・女性）
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当事者が高校生の相談（高知県）

○除毛・脱毛剤

・孫が動画サイトの広告を見て、インターネット通販で除毛剤を注文。定期購入に
なっていたので、未成年者契約による契約の取消しを申し出たところ、証明書の提
出を求められた。送信しても大丈夫だろうか。

（相談者 不明・女性）

○出会い系サイト

・息子がスマートフォンのＳＭＳを介して若い女性と友人になっている。その女性は
社長令嬢で「仕事を手伝ってくれれば礼金３００万円を渡す」と言ったそうだ。

「後でお金は返す」と言われてコンビニで電子マネーの購入を指示されて約４万円を
渡している。お金を取り戻したいが、どうすればよいか。

（相談者 40歳代・女性）
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当事者が他の学生の相談（高知県）

○他のデジタルコンテンツ

・動画共有SNSでフォローしている人から「副業に興味はないか」とダイレクトメールが届い
た。興味もあり、他のSNSで電話もかかってきて話もしたので、約７万円をコンビニにある
ATMで相手に送金した。しかし、後でネットの口コミをみてだまされたと気づいた。支払った
お金を返金してほしい。 （20歳代・女性）

○他の内職・副業ほか

・最近SNSで知り合った女性から「暗号資産に関する商材を扱うマルチに加入して５人紹介
すればマージンを受け取れるがやらないか」と誘われた。

（20歳代・男性）

・娘宛に不審な荷物が頻繁に届くので問いただしたところ、「スマートフォンで【荷受代行の
アルバイト】を見付けて登録し、サイトから指定された場所に荷物を転送して報酬を受け
取っている」と告白された。後日、高額な登録料を請求されないか心配だ。

（相談者 50歳代・女性）
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消費者問題を「他人ごと」から「自分ごと」へ

●被害防止のための啓発にとどまらず、消費者問題

を「自分ごと」と捉えられる消費者

●他者への理解や共感を深め、経済的不公正に対して

正当な主張ができる消費者
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批判的思考力の育成



若者の消費者被害未然防止啓発動画コンテスト
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○応募資格
高知県内在住の13～25歳

○募集内容
「若者の消費行動」をテーマにした、若者の消費者被害防

止の啓発動画

○各賞・賞品
15秒部門
最優秀賞（１名）：３万円分商品券、RKCでテレビCM放送
優 秀 賞（２名）：１万円分商品券

30秒部門
最優秀賞（１名）：３万円分商品券、RKCでテレビCM放送
優 秀 賞（２名）：１万円分商品券

自分たちが狙われていることを新成年や若
者に知ってもらい、どのようなことに気を
つければ消費者被害に遭わないかを考えて
もらうため、若者を対象にした消費者被害
未然防止動画コンテストを実施
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作品募集広報
・教育委員会を通じて、県内の中学校・高等学校(私立学校を含
む。)、 そして大学に募集チラシ・ポスターを配布。

・デザイン専門学校では、同コンテスト応募を学習課題に取り入れ、
作品制作。

・テレビ番組で、同専門学校の応募作品づくりを特集して放送。（表
彰式にも密着）

全40作品の応募あり
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受賞作品審査会

審査員 高知県文化生活スポーツ部県民生活課 課長 山岡正文
高知県立消費生活センター 消費生活相談員 吉川 香
株式会社RKCプロダクション 専門部長 井上多恵
株式会社高知広告センター 副部長 高橋祐介
県民代表 高知県消費生活審議会 公募委員 宮本光教
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受賞者表彰式
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入賞作品
最優秀賞（15秒部門）
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＜制作＞
大塚千聖さん
髙田琴音さん
西川美羽さん



入賞作品
最優秀賞（30秒部門）
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＜制作＞
濵田広大さん
岸本有希乃さん
田中日菜さん
齋藤愛さん
北村はなさん



入賞作品
優秀賞（15秒部門）
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＜制作＞
中田晴琉さん
竹内義仁さん
藤本莉碧さん

＜制作＞
藏下 蓮さん



入賞作品
優秀賞（30秒部門）
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＜制作＞
佐藤陽一さん
今岡 蓮さん
山﨑心夢さん
中野 諒さん

＜制作＞
坂本翔哉さん



広報・啓発（動画活用）
コンテスト受賞作品

決定のお知らせチラシ
を県内の各学校（中学
校・高等学校・大学）
に配布。

記載の二次元コード
から、生徒に動画を視
聴いただくよう広報。
（消費者被害の防止に
向けた啓発）

チラシ表面 チラシ裏面
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

テレビ（ニュース・報道番組など）

インターネット

SNS

新聞

家族や友人からの情報

テレビCM

本、雑誌

ラジオ

学校

ポスター、チラシ

メール、メールマガジン

その他

無回答

普段､情報を得るために利用している手段･メディア等は？（上位３つ）

全体（15歳～70歳以上） 20歳代 18～19歳 17歳以下

若者の情報収集手段・メディア等
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令和４年度県民意識調査
（高知県）より

％



広報・啓発（動画活用）

県民生活課ＨＰ 県民生活課YouTube

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/2022
070600162.html

https://www.youtube.com/@user-do5md5gn7y/featured
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※優秀賞 各２作品を含め､計６作品を掲載 ※最優秀賞２作品を掲載

視聴回数
15秒動画：48,000回
30秒動画：15,000回
（令和5年11月2日時点）



広報・啓発（動画活用）

このほかテレビCMに加え、デジタル・サイネージでも放送
（高知市内２ヶ所）

※最優秀賞２作品
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ご清聴ありがとうございました

23くまったちゃん
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